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消

費

者

庁

○

告
示
第
一
号

厚
生
労
働
省

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
食
品
衛
生

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
監
視
指

導
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
食

品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

）
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
食
品
衛
生
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

消
費
者
庁
長
官

岡
村

和
美

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

食
品
衛
生
に
関
す
る
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

監
視
指
導
の
実
施
体
制
等
に
関
す
る
事
項

第
二

監
視
指
導
の
実
施
体
制
等
に
関
す
る
事
項

一

（
略
）

一

（
略
）

二

厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
、
都
道
府
県
等
そ
の
他
関
係
機
関
相
互
の
連

二

厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
及
び
他
の
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部

携
体
制
の
確
保

局
と
の
連
携
体
制
の
確
保

都
道
府
県
等
の
監
視
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
法
第
二
十
一
条
の
二

都
道
府
県
等
の
監
視
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
厚
生
労
働
省
、
消
費

の
規
定
等
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
、
他
の
都
道
府
県
等
そ

者
庁
及
び
他
の
都
道
府
県
等
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
特
に
、
都

の
他
関
係
機
関
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
特
に
、
複
数
の
都
道
府

道
府
県
等
の
区
域
を
超
え
て
広
域
的
に
流
通
す
る
食
品
等
で
あ
っ
て
輸
入

県
等
が
関
係
す
る
広
域
的
な
食
中
毒
事
案
が
発
生
し
た
場
合
や
、
都
道
府

食
品
等
以
外
の
も
の
（
以
下
「
広
域
流
通
食
品
等
」
と
い
う
。
）
及
び
輸

県
等
の
区
域
を
超
え
て
広
域
的
に
流
通
す
る
食
品
等
で
あ
っ
て
輸
入
食
品

入
食
品
等
の
監
視
指
導
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
総
合
衛
生
管
理

等
以
外
の
も
の
（
以
下
「
広
域
流
通
食
品
等
」
と
い
う
。
）
及
び
輸
入
食

製
造
過
程
の
承
認
を
受
け
た
施
設
へ
の
監
視
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
は

品
等
の
監
視
指
導
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
総
合
衛
生
管
理
製
造

、
厚
生
労
働
省
の
地
方
厚
生
局
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

過
程
の
承
認
を
受
け
た
施
設
へ
の
監
視
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
厚

る
。

生
労
働
省
の
地
方
厚
生
局
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
は
、
本
省
と
地
方
厚
生
局
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
及
び
地
方
厚
生
局
に
お
い
て
は

い
て
、
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
と
の
連
絡
及
び
連
携
体
制
を

、
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
と
の
連
絡
及
び
連
携
体
制
を
確
保

確
保
す
る
と
と
も
に
、
広
域
的
な
食
中
毒
事
案
の
発
生
状
況
、
広
域
流
通

す
る
と
と
も
に
、
広
域
流
通
食
品
等
に
係
る
違
反
情
報
、
輸
入
食
品
等
の

食
品
等
に
係
る
違
反
情
報
、
輸
入
食
品
等
の
輸
入
時
検
査
に
お
け
る
違
反

輸
入
時
検
査
に
お
け
る
違
反
情
報
、
輸
入
者
に
対
す
る
処
分
内
容
等
に
つ

情
報
、
輸
入
者
に
対
す
る
処
分
内
容
等
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
都
道
府
県

い
て
、
関
係
す
る
都
道
府
県
等
に
情
報
提
供
し
、
必
要
に
応
じ
て
連
携
し

等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
に
情
報
提
供
し
、
必
要
に
応
じ
て
連
携
し
て
対

て
対
応
す
る
。

応
す
る
。
さ
ら
に
、
同
省
は
、
食
中
毒
事
案
の
原
因
調
査
等
に
つ
い
て
専

門
的
な
知
見
を
踏
ま
え
て
実
施
で
き
る
よ
う
、
本
省
及
び
地
方
厚
生
局
と

国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
そ
れ
ぞ
れ
の
連

絡
及
び
連
携
体
制
を
確
保
す
る
。

消
費
者
庁
は
、
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
等
と
の
連
絡
及
び

連
携
体
制
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
広
域
流
通
食
品
等
に
係
る
違
反
状
況

に
つ
い
て
、
関
係
す
る
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
等
に
情
報
提

供
し
、
必
要
に
応
じ
て
連
携
し
て
対
応
す
る
。
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ま
た
、
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
は
、
他
の
都
道
府
県
等
の

ま
た
、
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
は
、
他
の
都
道
府
県
等
の

食
品
衛
生
担
当
部
局
と
の
間
に
お
い
て
、
連
絡
及
び
連
携
体
制
を
確
保
す

食
品
衛
生
担
当
部
局
、
特
に
当
該
都
道
府
県
等
と
隣
接
す
る
都
道
府
県
等

る
。
特
に
、
食
中
毒
事
案
の
発
生
状
況
や
食
品
の
流
通
状
況
等
を
踏
ま
え

と
の
間
に
お
い
て
緊
密
な
連
絡
及
び
連
携
体
制
を
確
保
す
る
。

て
関
係
す
る
都
道
府
県
等
の
食
品
衛
生
担
当
部
局
と
の
間
に
お
い
て
は
、

よ
り
緊
密
な
連
絡
及
び
連
携
体
制
を
確
保
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県
等

は
、
食
中
毒
事
案
の
原
因
調
査
等
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
見
を
踏
ま
え
て

実
施
で
き
る
よ
う
、
食
品
衛
生
担
当
部
局
と
地
方
衛
生
研
究
所
と
の
連
絡

及
び
連
携
体
制
を
確
保
す
る
。

三

広
域
的
な
食
中
毒
事
案
発
生
時
の
関
係
機
関
相
互
の
連
携
体
制
の
確
保

（
新
設
）

複
数
の
都
道
府
県
等
が
関
係
す
る
広
域
的
な
食
中
毒
事
案
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
適
切
に
原
因
調
査
、
情
報
共
有
等
の
対
応
が
行
わ
れ
る
よ
う

、
関
係
機
関
は
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
た
め
、
法
第
二
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
広
域
連
携
協
議
会
を
設

け
、
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
視
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
連
絡
及

び
連
携
体
制
を
平
常
時
か
ら
整
備
し
、
ま
た
、
広
域
的
な
食
中
毒
事
案
が

発
生
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
六
十
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
き
、
広
域
連
携
協
議
会
を
開
催
し
、
食
中
毒
の
原
因
調
査
及
び
そ
の

結
果
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
共
有
し
、
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化

を
図
る
と
と
も
に
、
食
中
毒
患
者
等
の
広
域
に
わ
た
る
発
生
又
は
そ
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
対
策
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

第
三

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
策
定
及
び
監
視
指
導
の
実
施

第
三

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
策
定
及
び
監
視
指
導
の
実
施

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

（
略
）

（
略
）

一

重
点
的
に
監
視
指
導
を
実
施
す
べ
き
項
目

一

重
点
的
に
監
視
指
導
を
実
施
す
べ
き
項
目

次
に
掲
げ
る
事
項
を
参
考
と
し
て
重
点
的
に
監
視
指
導
を
実
施
す
べ
き

次
に
掲
げ
る
事
項
を
参
考
と
し
て
重
点
的
に
監
視
指
導
を
実
施
す
べ
き

項
目
を
定
め
、
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。

項
目
を
定
め
、
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。

１

（
略
）

１

（
略
）

２

食
品
群
ご
と
の
食
品
供
給
行
程
（
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
）
を
通
じ
た
重

２

食
品
群
ご
と
の
食
品
供
給
行
程
（
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
）
を
通
じ
た
重

点
監
視
指
導
項
目

点
監
視
指
導
項
目

１
に
掲
げ
る
事
項
に
加
え
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
食
品
群
の

１
に
掲
げ
る
事
項
に
加
え
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
食
品
群
の
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区
分
ご
と
に
、
食
品
供
給
行
程
（
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
）
の
各
段
階
の
区

区
分
ご
と
に
、
食
品
供
給
行
程
（
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
）
の
各
段
階
の
区

分
に
応
じ
て
同
表
の
第
二
欄
か
ら
第
四
欄
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
重
点

分
に
応
じ
て
同
表
の
第
二
欄
か
ら
第
四
欄
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
重
点

を
置
い
て
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。
こ
の
う
ち
、
同
表
第
二
欄
の
採
取

を
置
い
て
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。
こ
の
う
ち
、
同
表
第
二
欄
の
採
取

、
と
さ
つ
及
び
解
体
、
食
鳥
処
理
等
（
採
取
等
の
後
の
保
管
も
含
む
。

、
と
さ
つ
及
び
解
体
、
食
鳥
処
理
等
（
採
取
等
の
後
の
保
管
も
含
む
。

）
の
行
程
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
必
要

）
の
行
程
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
必
要

に
応
じ
、
農
林
水
産
部
局
と
連
携
し
て
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。

に
応
じ
、
農
林
水
産
部
局
と
連
携
し
て
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
同
表
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
も
重
点

ま
た
、
同
表
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
も
重
点

的
に
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。

的
に
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。

・

添
加
物
（
そ
の
製
剤
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
者
及
び
加

・

添
加
物
（
そ
の
製
剤
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
者
及
び
加

工
者
並
び
に
こ
れ
を
使
用
す
る
食
品
の
製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る

工
者
並
び
に
こ
れ
を
使
用
す
る
食
品
の
製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る

使
用
添
加
物
の
確
認
の
徹
底

使
用
添
加
物
の
確
認
の
徹
底

・

添
加
物
を
使
用
し
て
製
造
又
は
加
工
し
た
食
品
に
つ
い
て
の
都
道

・

添
加
物
を
使
用
し
て
製
造
又
は
加
工
し
た
食
品
に
つ
い
て
の
都
道

府
県
等
に
よ
る
添
加
物
検
査
の
実
施

府
県
等
に
よ
る
添
加
物
検
査
の
実
施

・

製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る
異
物
の
混
入
防
止
対
策
の
徹
底

・

製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る
異
物
の
混
入
防
止
対
策
の
徹
底

・

製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る
製
造
段
階
及
び
加
工
段
階
に
お
け
る

・

製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る
製
造
段
階
及
び
加
工
段
階
に
お
け
る

低
温
保
管
等
の
温
度
管
理
の
徹
底

低
温
保
管
等
の
温
度
管
理
の
徹
底

・

食
品
表
示
基
準
の
規
定
に
基
づ
く
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
含
む
食
品
に
関

・

食
品
表
示
基
準
の
規
定
に
基
づ
く
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
含
む
食
品
に
関

す
る
表
示
の
徹
底
の
た
め
の
製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る
使
用
原
材

す
る
表
示
の
徹
底
の
た
め
の
製
造
者
及
び
加
工
者
に
よ
る
使
用
原
材

料
の
点
検
及
び
確
認
の
徹
底

料
の
点
検
及
び
確
認
の
徹
底

採
取
、
と
さ
つ

製
造
及
び
加
工
（

貯
蔵
、
運
搬
、

採
取
、
と
さ
つ

製
造
及
び
加
工
（

貯
蔵
、
運
搬
、

及
び
解
体
、
食

と
さ
つ
及
び
解
体

調
理
及
び
販
売

及
び
解
体
、
食

と
さ
つ
及
び
解
体

調
理
及
び
販
売

鳥
処
理
等
（
採

並
び
に
食
鳥
処
理

鳥
処
理
等
（
採

並
び
に
食
鳥
処
理

取
等
の
後
の
保

を
除
く
。
）

取
等
の
後
の
保

を
除
く
。
）

管
も
含
む
。
）

管
も
含
む
。
）

食
肉
、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

食
肉
、

（
略
）

（
略
）

（
略
）

食
鳥
肉

・

認
定
小
規

・

食
品
等
事
業

・

加
熱
調
理

食
鳥
肉

・

認
定
小
規

・

食
品
等
事
業

・

加
熱
調
理

及
び
食

模
食
鳥
処
理

者
に
よ
る
原
材

の
徹
底

及
び
食

模
食
鳥
処
理

者
に
よ
る
原
材

の
徹
底

肉
製
品

施
設
に
お
け

料
受
入
れ
時
の

・

食
肉
処
理

肉
製
品

施
設
に
お
け

料
受
入
れ
時
の

る
処
理
可
能

残
留
抗
生
物
質

施
設
で
解
体

る
処
理
可
能

残
留
抗
生
物
質

羽
数
の
上
限

及
び
残
留
抗
菌

さ
れ
た
野
生

羽
数
の
上
限

及
び
残
留
抗
菌

の
遵
守
の
徹

性
物
質
の
検
査

鳥
獣
肉
の
使

の
遵
守
の
徹

性
物
質
の
検
査
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底

の
実
施
等
に
よ

用
の
徹
底

底

の
実
施
等
に
よ

・

狩
猟
し
よ

る
原
材
料
の
安

る
原
材
料
の
安

う
と
す
る
又

全
性
の
確
保
の

全
性
の
確
保
の

は
狩
猟
し
た

徹
底

徹
底

野
生
鳥
獣
の

・

食
肉
処
理
施

異
常
の
有
無

設
で
解
体
さ
れ

の
確
認
の
徹

た
野
生
鳥
獣
肉

底

の
使
用
の
徹
底

・

食
肉
処
理

施
設
に
お
け

る
解
体
前
の

野
生
鳥
獣
及

び
解
体
後
の

野
生
鳥
獣
肉

等
の
異
常
の

有
無
の
確
認

の
徹
底

乳
及
び

（
略
）

・

製
造
過
程
又

（
略
）

乳
及
び

（
略
）

・

製
造
過
程
又

（
略
）

乳
製
品

は
加
工
過
程
に

乳
製
品

は
加
工
過
程
に

お
け
る
微
生
物

お
け
る
微
生
物

汚
染
の
防
止
の

汚
染
の
防
止

徹
底

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

水
産
食

（
略
）

・

生
食
用
鮮
魚

（
略
）

水
産
食

（
略
）

・

生
食
用
か
き

（
略
）

品
（
魚

介
類
の
衛
生
管

品
（
魚

の
採
捕
海
域
等

介
類
及

理
の
徹
底

介
類
及

の
適
正
表
示
の

び
水
産

・

製
造
過
程
又

び
水
産

徹
底

加
工
品

は
加
工
過
程
に

加
工
品

（
略
）

）

お
け
る
微
生
物

）

汚
染
の
防
止
の
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徹
底

・

製
造
又
は
加

工
に
係
る
記
録

の
作
成
及
び
保

存
の
推
進

・

生
食
用
か
き

の
採
捕
海
域
等

の
適
正
表
示
の

徹
底

（
略
）

野
菜
、

・

生
食
用
野

・

生
食
用
野
菜

・

生
食
用
野

野
菜
、

・

生
食
用
の

・

生
食
用
野
菜

・

残
留
農
薬

果
実
、

菜
、
果
実
等

、
果
実
等
の
衛

菜
、
果
実
等

果
実
、

野
菜
、
果
実

、
果
実
等
の
衛

、
汚
染
物
質

穀
類
、

に
つ
い
て
、

生
管
理
の
徹
底

の
洗
浄
及
び

穀
類
、

等
に
つ
い
て

生
管
理
の
徹
底

等
の
検
査
の

豆
類
、

肥
料
等
を
通

・

製
造
又
は
加

必
要
に
応
じ

豆
類
、

、
肥
料
等
を

（
略
）

実
施

種
実
類

じ
た
動
物
の

工
に
係
る
記
録

た
殺
菌
の
徹

種
実
類

通
じ
た
動
物

（
略
）

、
茶
等

糞
尿
由
来
等

の
作
成
及
び
保

底

、
茶
等

の
糞
尿
由
来

及
び
こ

の
微
生
物
汚

存
の
推
進

・

残
留
農
薬

及
び
こ

等
の
微
生
物

れ
ら
の

染
防
止
の
徹

（
略
）

、
汚
染
物
質

れ
ら
の

汚
染
防
止
の

加
工
品

底

等
の
検
査
の

加
工
品

徹
底

（
有
毒

（
略
）

実
施

（
有
毒

（
略
）

植
物
及

（
略
）

植
物
及

び
キ
ノ

び
キ
ノ

コ
類
を

コ
類
を

含
む
。

含
む
。

）

）

二

監
視
指
導
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

二

監
視
指
導
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

１

（
略
）

１

（
略
）

２

厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
、
他
の
都
道
府
県
等
そ
の
他
関
係
機
関
と

２

厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
及
び
他
の
都
道
府
県
等
と
の
連
携
確
保
に

の
連
携
確
保
に
関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

第
二
の
二
を
参
考
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
、
他
の
都
道

第
二
の
二
を
参
考
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
及
び
他
の
都

府
県
等
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
携
確
保
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に

道
府
県
等
と
の
連
携
確
保
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。
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記
載
す
る
。

３

広
域
的
な
食
中
毒
事
案
発
生
時
の
関
係
機
関
と
の
連
携
確
保
に
関
す

（
新
設
）

る
事
項

第
二
の
三
を
参
考
と
し
て
、
広
域
的
な
食
中
毒
事
案
発
生
時
の
関
係

機
関
と
の
連
携
確
保
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。

４

農
林
水
産
部
局
等
他
部
局
と
の
連
携
確
保
に
関
す
る
事
項

３

農
林
水
産
部
局
等
他
部
局
と
の
連
携
確
保
に
関
す
る
事
項

第
二
の
四
を
参
考
と
し
て
、
農
林
水
産
部
局
等
他
部
局
と
の
連
携
確

第
二
の
三
を
参
考
と
し
て
、
農
林
水
産
部
局
等
他
部
局
と
の
連
携
確

保
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。
な
お
、
具
体
的
な
取
組
の

保
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。
な
お
、
具
体
的
な
取
組
の

例
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

例
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

（
略
）

（
略
）

５

試
験
検
査
実
施
機
関
の
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
事
項

４

試
験
検
査
実
施
機
関
の
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
事
項

第
二
の
五
を
参
考
と
し
て
、
各
試
験
検
査
実
施
機
関
の
体
制
の
整
備

第
二
の
四
を
参
考
と
し
て
、
各
試
験
検
査
実
施
機
関
の
体
制
の
整
備

等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。

等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
監
視
指
導
計
画
に
記
載
す
る
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

一
斉
取
締
り
の
実
施
に
関
す
る
事
項

六

一
斉
取
締
り
の
実
施
に
関
す
る
事
項

細
菌
性
食
中
毒
が
多
発
す
る
夏
期
及
び
食
品
流
通
量
が
増
加
す
る
年
末

食
中
毒
が
多
発
す
る
夏
期
及
び
食
品
流
通
量
が
増
加
す
る
年
末
に
お
い

に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
及
び
消
費
者
庁
が
示
す
方
針
を
踏
ま
え
て
、

て
は
、
厚
生
労
働
省
が
示
す
方
針
を
踏
ま
え
て
、
監
視
指
導
を
重
点
的
に

監
視
指
導
を
重
点
的
に
実
施
す
る
。

実
施
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
特
定
の
違
反
事
例
が
頻
発
す
る
な
ど
、
食
品
衛
生
に
係
る

こ
の
ほ
か
、
特
定
の
違
反
事
例
が
頻
発
す
る
な
ど
、
食
品
衛
生
に
係
る

問
題
が
発
生
し
、
か
つ
、
全
国
一
斉
に
同
一
の
事
項
を
対
象
と
し
た
監
視

問
題
が
発
生
し
、
か
つ
、
全
国
一
斉
に
同
一
の
事
項
を
対
象
と
し
た
監
視

指
導
の
実
施
が
必
要
な
場
合
は
、
随
時
、
厚
生
労
働
省
及
び
消
費
者
庁
が

指
導
の
実
施
が
必
要
な
場
合
は
、
随
時
、
厚
生
労
働
省
が
示
す
方
針
を
踏

示
す
方
針
を
踏
ま
え
て
、
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。

ま
え
て
、
監
視
指
導
を
実
施
す
る
。

七

食
中
毒
等
健
康
危
害
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
事
項

七

食
中
毒
等
健
康
危
害
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
事
項

食
中
毒
発
生
時
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条

食
中
毒
発
生
時
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条

ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
及
び
省
令
並
び
に
関

ま
で
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
及
び
省
令
並
び
に
関

係
通
知
に
基
づ
き
、
適
切
に
原
因
究
明
及
び
健
康
危
機
管
理
対
策
を
実
施

係
通
知
に
基
づ
き
、
適
切
に
原
因
究
明
及
び
健
康
危
機
管
理
対
策
を
実
施

す
る
。
発
生
時
の
対
策
と
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
薬
事
監
視
、
医
療
監

す
る
。
発
生
時
の
対
策
と
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
薬
事
監
視
、
医
療
監

視
、
水
道
担
当
部
局
等
関
係
部
局
へ
の
迅
速
な
情
報
提
供
及
び
当
該
関
係

視
、
水
道
担
当
部
局
等
関
係
部
局
へ
の
迅
速
な
情
報
提
供
及
び
当
該
関
係

部
局
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
被
害
拡
大
防
止
の
た
め
、
迅

部
局
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
被
害
拡
大
防
止
の
た
め
、
迅

速
な
原
因
究
明
調
査
の
実
施
、
必
要
な
情
報
の
迅
速
な
公
表
等
が
必
要
で

速
な
原
因
究
明
調
査
の
実
施
、
必
要
な
情
報
の
迅
速
な
公
表
等
が
必
要
で

あ
る
。

あ
る
。
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ま
た
、
広
域
的
な
食
中
毒
事
案
が
発
生
し
、
法
第
六
十
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
広
域
連
携
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
協
議
会
を

活
用
し
、
食
中
毒
の
原
因
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を

共
有
し
、
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も
に
、
食
中
毒
患

者
等
の
広
域
に
わ
た
る
発
生
又
は
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

対
策
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

（
略
）

（
略
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）


